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(57)【要約】
【課題】輝度ムラを抑制することができる有機ＥＬパネ
ルを提供する。
【解決手段】有機ＥＬパネル１は、例えば、光３５を透
過する第１の電極（陽極４）、少なくとも発光層を含む
有機発光層５、及び有機発光層５を介して陽極４と対向
する第２の電極（陰極６）が基材２上に重ねて配置され
た有機ＥＬ素子３と、陽極４を介して互いに対向するよ
うに、及び／又は等間隔となるように陽極４と電気的に
接続された複数の配線と、配線に駆動電圧を印加するこ
とで当該配線が接続された位置を中心とした有機ＥＬ素
子３の一部の領域を発光させ、複数の配線ごとの駆動電
圧の印加のタイミングを制御し、有機ＥＬ素子３を部分
的に発光させる制御部１０と、を備えて概略構成されて
いる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を透過する第１の電極、少なくとも発光層を含む有機発光層、及び前記有機発光層を
介して前記第１の電極と対向する第２の電極が基材上に重ねて配置された有機ＥＬ素子と
、
　前記第１の電極を介して互いに対向するように、及び／又は等間隔となるように前記第
１の電極と電気的に接続された複数の配線と、
　配線に駆動電圧を印加することで当該配線が接続された位置を中心とした前記有機ＥＬ
素子の一部の領域を発光させ、前記複数の配線ごとの前記駆動電圧の印加のタイミングを
制御し、前記有機ＥＬ素子を部分的に発光させる制御部と、
　を備えた有機ＥＬパネル。
【請求項２】
　前記制御部は、前記有機ＥＬ素子が発光を開始する発光開始電圧以上となる前記駆動電
圧と、前記発光開始電圧より小さい電圧と、を組み合わせて前記有機ＥＬ素子を部分的に
発光させる、
　請求項１に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項３】
　前記制御部は、前記複数の配線ごとに前記有機ＥＬ素子の発光と非発光のｄｕｔｙ比が
異ならないように前記駆動電圧の印加を制御する、
　請求項１又は２に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項４】
　前記制御部は、前記駆動電圧の印加の１周期において、前記複数の配線ごとの前記駆動
電圧を印加しない時間の総計が等しくなるように前記駆動電圧の印加を制御する、
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の有機ＥＬパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬパネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術として、平面状の有機ＥＬ（Electro Luminescence）素子を備えた有機ＥＬ
照明装置が知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　この有機ＥＬ素子は、透明電極、有機発光層、及び陰極を有する素子部を備えている。
透明電極と陰極は、外部端子と接続されている。外部端子は、整流回路素子と接続されて
いる。整流回路素子は、外部電源から供給された交流を整流して外部端子を介して透明電
極に供給する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２９５４８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この従来の有機ＥＬ照明装置の透明電極は、通常の配線などに使われる金属と比べてシ
ート抵抗が高く、電流が供給される外部端子から離れるに従って電圧が降下する。従って
従来の有機ＥＬ照明装置は、外部端子から離れるに従って輝度が低下し、全体として輝度
ムラが発生する。
【０００６】
　従って本発明の目的は、輝度ムラを抑制することができる有機ＥＬパネルを提供するこ
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とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、光を透過する第１の電極、少なくとも発光層を含む有機発光層、及
び有機発光層を介して第１の電極と対向する第２の電極が基材上に重ねて配置された有機
ＥＬ素子と、第１の電極を介して互いに対向するように、及び／又は等間隔となるように
第１の電極と電気的に接続された複数の配線と、配線に駆動電圧を印加することで当該配
線が接続された位置を中心とした有機ＥＬ素子の一部の領域を発光させ、複数の配線ごと
の駆動電圧の印加のタイミングを制御し、有機ＥＬ素子を部分的に発光させる制御部と、
を備えた有機ＥＬパネルを提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、輝度ムラを抑制することができることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１（ａ）は、実施の形態に係る有機ＥＬパネルの一例を示す概略図であり、図
１（ｂ）は、図１（ａ）のI（ｂ）-I（ｂ）線で切断した断面を矢印方向から見た断面図
の一例である。
【図２】図２（ａ）～図２（ｄ）は、実施の形態に係る有機ＥＬパネルの発光パターンの
一例を示す概略図である。
【図３】図３（ａ）～図３（ｄ）は、実施の形態に係る有機ＥＬパネルの発光パターンの
一例を示す概略図である。
【図４】図４（ａ）～図４（ｅ）は、変形例に係る有機ＥＬパネルの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
（実施の形態の要約）
　実施の形態に係る有機ＥＬパネルは、光を透過する第１の電極、少なくとも発光層を含
む有機発光層、及び有機発光層を介して第１の電極と対向する第２の電極が基材上に重ね
て配置された有機ＥＬ素子と、第１の電極を介して互いに対向するように、及び／又は等
間隔となるように第１の電極と電気的に接続された複数の配線と、配線に駆動電圧を印加
することで当該配線が接続された位置を中心とした有機ＥＬ素子の一部の領域を発光させ
、複数の配線ごとの駆動電圧の印加のタイミングを制御し、有機ＥＬ素子を部分的に発光
させる制御部と、を備えて概略構成されている。
【００１１】
　この有機ＥＬパネルは、駆動電圧を全ての配線に同時に印加せずに駆動電圧を印加する
配線を周期的に切り替えるので、有機ＥＬ素子の発光する領域が周期的に切り替わり、全
体として輝度が平均化されて輝度ムラを抑制することができる。
【００１２】
[実施の形態]
（有機ＥＬパネル１の概要）
　図１（ａ）は、実施の形態に係る有機ＥＬパネルの一例を示す概略図であり、図１（ｂ
）は、図１（ａ）のI（ｂ）-I（ｂ）線で切断した断面を矢印方向から見た断面図の一例
である。図２（ａ）～図２（ｄ）は、実施の形態に係る有機ＥＬパネルの発光パターンの
一例を示す概略図である。なお、以下に記載する実施の形態に係る各図において、図形間
の比率は、実際の比率とは異なる場合がある。
【００１３】
　この有機ＥＬパネル１は、例えば、車両に搭載された電子機器において機能のオン、オ
フを示すランプやマーク、インジケータなどとして利用される。
【００１４】
　有機ＥＬパネル１は、例えば、図１（ａ）及び図１（ｂ）に示すように、光３５を透過



(4) JP 2017-188600 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

する第１の電極（陽極４）、少なくとも発光層を含む有機発光層５、及び有機発光層５を
介して陽極４と対向する第２の電極（陰極６）が基材２上に重ねて配置された有機ＥＬ素
子３と、陽極４を介して互いに対向するように、及び／又は等間隔となるように陽極４と
電気的に接続された複数の配線と、配線に駆動電圧を印加することで当該配線が接続され
た位置を中心とした有機ＥＬ素子３の一部の領域を発光させ、複数の配線ごとの駆動電圧
の印加のタイミングを制御し、有機ＥＬ素子３を部分的に発光させる制御部１０と、を備
えて概略構成されている。
【００１５】
　本実施の形態の複数の配線は、一例として、陽極４を介して互いに対向するように、及
び等間隔となるように陽極４に接続されている。この複数の配線は、一例として、図１（
ａ）に示す第１の配線８１～第４の配線８４である。
【００１６】
　また有機ＥＬパネル１は、例えば、図１（ｂ）に示すように、有機ＥＬ素子３を保護す
る封止キャップ９を備えている。
【００１７】
（基材２の構成）
　基材２は、有機ＥＬ素子３から出力される光３５を透過するフィルムやガラスなどによ
って板形状に形成されている。
【００１８】
（有機ＥＬ素子３の構成）
　有機ＥＬ素子３は、図１（ｂ）に示すように、基材２の裏面２１上に、陽極４、有機発
光層５及び陰極６がこの順に積み重ねられて構成されている。
【００１９】
　陽極４は、有機発光層５に正孔を注入するためのものである。陽極４は、例えば、スパ
ッタリング法などによって形成される。また陽極４は、例えば、光３５を透過するＩＴＯ
（スズドープ酸化インジウム：Indium Tin Oxide）などにより形成される。陽極４は、図
１（ａ）に示すように、円形状を有している。
【００２０】
　有機発光層５は、例えば、発光層の材料が低分子か高分子かによって構成が異なる。有
機発光層５は、例えば、発光層の材料が低分子である場合、陽極４側から順に少なくとも
正孔輸送層、発光層及び電子輸送層が積層される。正孔輸送層は、例えば、α－ＮＰＤ（
ジフェニルナフチルジアミン）やＴＰＤ（Triphenyl Diamine）などを用いて形成される
。発光層は、例えば、アルミキノリノール錯体（Alq３）やベリリウムキノリノール錯体
（BeBq２）などを用いて形成される。電子輸送層は、例えば、アルミキノリノール錯体な
どを用いて形成される。低分子系の有機発光層５は、例えば、主に蒸着法によって形成さ
れる。
【００２１】
　有機発光層５は、例えば、発光層の材料が高分子である場合、陽極４側から順に少なく
とも正孔注入層及び発光層が積層される。正孔注入層は、例えば、アルミキノリノール錯
体などを用いて形成される。発光層は、例えば、ポリフェニレンビニレン（PPV）やポリ
チオフェン（PAT）などを用いて形成される。高分子系の有機発光層５は、例えば、主に
インクジェットなどによる印刷法によって形成される。
【００２２】
　陰極６は、有機発光層５に電子を注入するためのものである。陰極６は、例えば、蒸着
法などによって形成される。また陰極６は、有機発光層５から出力される光の取り出し効
率を高めるため、当該光を反射する材料で形成される。陰極６は、例えば、アルミニウム
、アルミリチウム及びマグネシウム銀などの金属や合金によって形成されている。
【００２３】
　陰極６は、図１（ａ）に示すように、矩形状を有している。また陰極６は、図１（ａ）
における上面視において陽極４と対向する面が陽極４よりも大きい。陰極６上には、陽極
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４及び有機発光層５の側面を囲むように絶縁膜７が形成されている。
【００２４】
　この絶縁膜７は、陽極４と陰極６とを絶縁すると共に有機発光層５への気体や液体の侵
入を防止して有機発光層５を保護する。絶縁膜７は、例えば、スパッタリング法などによ
って、ポリイミドなどの絶縁材料を用いて形成されている。
【００２５】
（第１の配線８１～第４の配線８４の構成）
　第１の配線８１～第４の配線８４は、例えば、アルミニウムなどの材料を用いて形成さ
れている。第１の配線８１～第４の配線８４は、例えば、図１（ａ）に示すように、反時
計回りに等間隔で配置されている。なお配線の数は、さらに多くても良い。
【００２６】
　この等間隔とは、各配線が陽極４と接続される接続位置間の距離が全て等しいことを意
味している。具体的には、図１（ａ）に示すように、第１の配線８１の接続位置８１０と
第２の配線８２の接続位置８２０間の距離と、接続位置８１０と第４の配線８４の接続位
置８４０間の距離と、が等しく、第１の配線８１と対向する第３の配線８３の接続位置８
３０と接続位置８２０間の距離と、接続位置８３０と接続位置８４０の距離と、が等しい
ことを示している。この距離は、陽極４の周に沿った接続位置間の距離でも良いし、接続
位置同士を結んだ直線の距離でも良い。
【００２７】
　なお等間隔とは、接続位置８１０と陽極４の中心４０を結ぶ直線と、接続位置８２０と
中心４０を結ぶ直線と、のなす角度と、接続位置８１０と中心４０を結ぶ直線と、接続位
置８４０と中心４０を結ぶ直線と、のなす角度が等しい場合であっても良い。
【００２８】
　また第１の配線８１～第４の配線８４は、陽極４を介して対向するように陽極４に接続
されている。具体的には、第１の配線８１は、第３の配線８３と対向している。また第２
の配線８２は、第４の配線８４と対向している。
【００２９】
　第１の配線８１～第４の配線８４は、制御部１０に電気的に接続されている。第１の配
線８１は、制御部１０から駆動電圧Ｖ１が印加される。同様に、第２の配線８２～第４の
配線８４には、制御部１０によって駆動電圧Ｖ２～駆動電圧Ｖ４が印加される。
【００３０】
　第１の配線８１に駆動電圧Ｖ１が印加されると、例えば、図２（ａ）に示すように、陽
極４との接続位置８１０を中心として有機ＥＬ素子３の発光領域３０の一部である第１の
発光領域３１が発光する。第２の配線８２に駆動電圧Ｖ２が印加されると、例えば、図２
（ｂ）に示すように、接続位置８２０を中心として発光領域３０の一部である第２の発光
領域３２が発光する。第３の配線８３に駆動電圧Ｖ３が印加されると、例えば、図２（ｃ
）に示すように、接続位置８３０を中心として発光領域３０の一部である第３の発光領域
３３が発光する。第４の配線８４に駆動電圧Ｖ４が印加されると、例えば、図２（ｄ）に
示すように、接続位置８４０を中心として発光領域３０の一部である第４の発光領域３４
が発光する。
【００３１】
　なお第１の配線８１～第４の配線８４に駆動電圧Ｖ１～駆動電圧Ｖ４が同時に印加され
ると、第１の発光領域３１～第４の発光領域３４が発光するが、発光領域３０の縁が明る
く、中央付近が縁よりも暗くなって輝度ムラが生じる。これは透明電極である陽極４が、
配線などと比べてシート抵抗が高く、配線の接続位置から離れるに従って急峻に電圧が降
下し、中央が最も電圧が低くなることなどに起因している。
【００３２】
　本実施の形態では、同時に駆動電圧が配線に印加されず、有機ＥＬ素子３を部分的に発
光させるので、中央が最も電圧が低くなるということがなくなって電圧の降下が緩やかに
なり、その結果、有機ＥＬ素子３の縁と中央の電位差が抑制され輝度ムラが抑制される。
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また有機ＥＬパネル１は、縁が発光していない時間があるので、平均化されて輝度ムラが
抑制される。
【００３３】
（封止キャップ９の構成）
　封止キャップ９は、有機ＥＬ素子３が気体や液体に曝されることによる劣化を抑制する
ために配置されている。この封止キャップ９は、例えば、ガラス、ポリカーボネートなど
の合成樹脂、及びステンレスなどの金属を用いて形成される。本実施の形態の封止キャッ
プ９は、一例として、透明なガラスで形成されている。
【００３４】
　なお変形例として、封止キャップ９と有機ＥＬ素子３の間の空間９０には、例えば、不
活性気体、乾燥剤などが充填されても良い。また封止キャップ９は、シリカゲルなどの吸
湿性粒子を含有させて形成されても良い。
【００３５】
（制御部１０の構成）
　図３（ａ）～図３（ｄ）は、実施の形態に係る有機ＥＬパネルの発光パターンの一例を
示す概略図である。図３（ａ）～図３（ｄ）は、横軸が時間、縦軸の「ＯＮ」が有機ＥＬ
素子３の発光を示し、「ＯＦＦ」が非発光を意味している。
【００３６】
　制御部１０は、電源から供給された電源電圧ＶＣＣに基づいて駆動電圧Ｖ１～駆動電圧
Ｖ４を生成するように構成されている。この制御部１０は、例えば、マイクロコンピュー
タであり、配線の接続を切り替える複数のスイッチング素子を備えている。このスイッチ
ング素子は、例えば、ＭＯＳＦＥＴ（電界効果トランジスタ）である。なお電源電圧ＶＣ

Ｃは、整流された直流電圧である。
【００３７】
　駆動電圧Ｖ１～駆動電圧Ｖ４は、有機ＥＬ素子３が発光する発光開始電圧以上の電圧で
ある。本実施の形態の制御部１０は、有機ＥＬ素子３を非発光とする場合、駆動電圧を印
加しない、つまり駆動電圧をゼロとする。この駆動電圧が印加されない場合、配線は、オ
ープンとされる。
【００３８】
　なお変形例として制御部１０は、有機ＥＬ素子３が発光を開始する発光開始電圧以上と
なる駆動電圧と、発光開始電圧より小さい電圧と、を組み合わせて有機ＥＬ素子を部分的
に発光させても良い。
【００３９】
　この制御部１０は、主に以下のような制御を行う。
（ａ）制御部１０は、第１の配線８１～第４の配線８４ごとに有機ＥＬ素子３の発光と非
発光のｄｕｔｙ比が異ならないように駆動電圧Ｖ１～駆動電圧Ｖ４の印加を制御する。
（ｂ）制御部１０は、駆動電圧の印加の１周期において、第１の配線８１～第４の配線８
４ごとの駆動電圧Ｖ１～駆動電圧Ｖ４を印加しない時間の総計が等しくなるように駆動電
圧Ｖ１～駆動電圧Ｖ４の印加を制御する。なお駆動電圧を印加しないとは、有機ＥＬ素子
３が発光しない発光開始電圧より小さい電圧を印加する場合を含む。
（ｃ）制御部１０は、ユーザが有機ＥＬ素子３の発光をチラついて視認しないような周期
で有機ＥＬ素子３のＯＮとＯＦＦを制御する。
【００４０】
　上述の（ａ）～（ｃ）の制御の一例が、図３（ａ）～図３（ｄ）に示す発光パターンで
ある。図３（ａ）に示す発光パターンは、４ｍｓごとに駆動電圧の印加を切り替え、駆動
電圧の印加の切り替えの周波数が２５０Ｈｚとなっている。また当該発光パターンは、パ
ターン周期が１６ｍｓであり、発光パターンの周波数が６２．５Ｈｚとなっている。また
当該発光パターンは、第１の配線８１～第４の配線８４のｄｕｔｙ比が同じ０．７５とな
っている。さらに当該発光パターンは、駆動電圧を印加しない時間の総計が第１の配線８
１～第４の配線８４のそれぞれで４ｍｓとなっている。当該発光パターンは、常に３つの
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配線に駆動電圧が印加され、例えば、０～４ｍｓでは、第１の発光領域３１～第３の発光
領域３３が発光している。
【００４１】
　図３（ｂ）に示す発光パターンは、４ｍｓごとに駆動電圧の印加を切り替え、駆動電圧
の印加の切り替えの周波数が２５０Ｈｚとなっている。また当該発光パターンは、パター
ン周期が１６ｍｓであり、発光パターンの周波数が６２．５Ｈｚとなっている。また当該
発光パターンは、第１の配線８１～第４の配線８４のｄｕｔｙ比が同じ０．５となってい
る。さらに当該発光パターンは、駆動電圧を印加しない時間の総計が第１の配線８１～第
４の配線８４のそれぞれで８ｍｓとなっている。当該発光パターンは、常に２つの配線に
駆動電圧が印加され、例えば、０～４ｍｓでは、第１の発光領域３１及び第２の発光領域
３２が発光している。
【００４２】
　図３（ｃ）に示す発光パターンは、４ｍｓごとに駆動電圧の印加を切り替え、駆動電圧
の印加の切り替えの周波数が２５０Ｈｚとなっている。また当該発光パターンは、パター
ン周期が１６ｍｓであり、発光パターンの周波数が６２．５Ｈｚとなっている。また当該
発光パターンは、第１の配線８１～第４の配線８４のｄｕｔｙ比が同じ０．２５となって
いる。さらに当該発光パターンは、駆動電圧を印加しない時間の総計が第１の配線８１～
第４の配線８４のそれぞれで１２ｍｓとなっている。当該発光パターンは、常に１つの配
線に駆動電圧が印加され、例えば、０～４ｍｓでは、第１の発光領域３１が発光している
。
【００４３】
　図３（ｄ）に示す発光パターンは、駆動電圧を印加しない配線が３つで、かつ全ての配
線に駆動電圧を印加しない時間が混在するパターンである。この発光パターンは、３．２
ｍｓごとに駆動電圧の印加を切り替え、駆動電圧の印加の切り替えの周波数がおよそ３１
３Ｈｚとなっている。また当該発光パターンは、パターン周期が１６ｍｓであり、発光パ
ターンの周波数が６２．５Ｈｚとなっている。また当該発光パターンは、第１の配線８１
～第４の配線８４のｄｕｔｙ比が同じ０．２となっている。さらに当該発光パターンは、
駆動電圧を印加しない時間の総計が第１の配線８１～第４の配線８４のそれぞれで１２．
８ｍｓとなっている。
【００４４】
　これらの発光パターンは、駆動電圧の切り替わりの際、駆動電圧が少なくとも１つの配
線に印加される期間では、駆動電圧が印加されない配線の数が一定の数とされる。例えば
、図３（ｂ）に示す発光パターンでは、駆動電圧が印加されない期間がないので、印加さ
れない配線の数が常に２つとなっている。
【００４５】
　なお発光パターンは、全ての配線に駆動電圧を印加しない時間を混在させる場合、全て
の配線に駆動電圧を印加しない時間は、パターン周期ごとに１回であることが好ましい。
また全ての配線に駆動電圧を印加しない時間がパターン周期ごとに複数回ある場合は、連
続して印加しない時間を設けない方が好ましい。
【００４６】
　また発光パターンは、ユーザに発光がチラついて視認されないようなパターン周期であ
ることが好ましい。従ってパターン周期は、一例として、６０Ｈｚ以上であることがより
好ましい。
【００４７】
（変形例について）
　図４（ａ）～図４（ｅ）は、変形例に係る有機ＥＬパネルの概略図である。
【００４８】
　図４（ａ）に示す有機ＥＬパネル１は、陽極４が正方形であり、各辺の中央に第１の配
線８１～第４の配線８４が接続されている。この第１の配線８１～第４の配線８４は、等
間隔に配置され、かつ陽極４を介して対向するように配置されている。
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【００４９】
　図４（ｂ）に示す有機ＥＬパネル１は、陽極４が円形であり、第１の配線８１～第３の
配線８３が等間隔に配置されている。
【００５０】
　図４（ｃ）に示す有機ＥＬパネル１は、陽極４が正三角形であり、各辺の中央に第１の
配線８１～第３の配線８３が接続されている。この第１の配線８１～第３の配線８３は、
等間隔に配置されている。
【００５１】
　図４（ｄ）に示す有機ＥＬパネル１は、陽極４が円形であり、第１の配線８１～第８の
配線８８が接続されている。この第１の配線８１～第８の配線８８は、等間隔に配置され
、かつ陽極４を介して対向するように配置されている。
【００５２】
　図４（ｅ）に示す有機ＥＬパネル１は、陽極４が正方形を二つ繋げた形状を有している
。陽極４には、第１の配線８１～第６の配線８６が接続されている。第１の配線８１と第
４の配線８４は、対向している。第２の配線８２と第６の配線８６は、陽極４を介して対
向している。また第３の配線８３と第５の配線８５は、陽極４を介して対向している。ま
た第２の配線８２と第３の配線８３の距離と、第５の配線８５と第６の配線８６の距離は
、等しい。
【００５３】
　以下に本実施の形態の有機ＥＬパネル１の動作について説明する。有機ＥＬパネル１は
、図３（ａ）に示す発光パターンに従って有機ＥＬ素子３を発光させるものとする。
【００５４】
（動作）
　有機ＥＬパネル１の制御部１０は、電源電圧ＶＣＣが入力すると、第１の配線８１に印
加する駆動電圧Ｖ１、第２の配線８２に印加する駆動電圧Ｖ２、及び第３の配線８３に印
加する駆動電圧Ｖ３を生成し、駆動電圧Ｖ１～駆動電圧Ｖ３によって有機ＥＬ素子３を発
光させる。有機ＥＬ素子３は、第１の発光領域３１～第３の発光領域３３を発光させる。
【００５５】
　制御部１０は、時間を計測し、駆動電圧を切り替える時間が経過すると、駆動電圧Ｖ１

を停止すると共に、第４の配線８４に印加する駆動電圧Ｖ４を生成し、駆動電圧Ｖ２～駆
動電圧Ｖ４により有機ＥＬ素子３を発光させる。有機ＥＬ素子３は、第２の発光領域３２
～第４の発光領域３４を発光させる。
【００５６】
　制御部１０は、次に駆動電圧を切り替える時間が経過すると、駆動電圧Ｖ２を停止する
と共に、第１の配線８１に印加する駆動電圧Ｖ１を生成し、駆動電圧Ｖ１、駆動電圧Ｖ３

及び駆動電圧Ｖ４により有機ＥＬ素子３を発光させる。有機ＥＬ素子３は、第１の発光領
域３１、第３の発光領域３３及び第４の発光領域３４を発光させる。
【００５７】
　制御部１０は、次に駆動電圧を切り替える時間が経過すると、駆動電圧Ｖ３を停止する
と共に、第２の配線８２に印加する駆動電圧Ｖ２を生成し、駆動電圧Ｖ１、駆動電圧Ｖ２

及び駆動電圧Ｖ４により有機ＥＬ素子３を発光させる。有機ＥＬ素子３は、第１の発光領
域３１、第２の発光領域３４及び第４の発光領域３４を発光させる。
【００５８】
　制御部１０は、次に駆動電圧を切り替える時間が経過すると、駆動電圧Ｖ４を停止する
と共に、第３の配線８３に印加する駆動電圧Ｖ３を生成し、駆動電圧Ｖ１～駆動電圧Ｖ３

により有機ＥＬ素子３を発光させる。有機ＥＬ素子３は、第１の発光領域３１～第３の発
光領域３３を発光させる。制御部１０は、上述の動作を繰り返して有機ＥＬ素子３を発光
させる。
【００５９】
（実施の形態の効果）
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　本実施の形態に係る有機ＥＬパネル１は、輝度ムラを抑制することができる。この有機
ＥＬパネル１は、駆動電圧を全ての配線に同時に印加せずに駆動電圧を印加する配線を周
期的に切り替えるので、有機ＥＬ素子３の発光する領域が周期的に切り替わり、全体とし
て輝度が平均化されて輝度ムラを抑制することができる。
【００６０】
　有機ＥＬパネル１は、全ての配線のｄｕｔｙ比が同じなので、異なる場合と比べて、よ
り輝度が平均化されて輝度ムラを抑制することができる。
【００６１】
　有機ＥＬパネル１は、駆動電圧を印加しない時間の総計が全ての配線で同じなので、異
なる場合と比べて、より輝度が平均化されて輝度ムラを抑制することができる。
【００６２】
　有機ＥＬパネル１は、ユーザが有機ＥＬ素子３の発光をチラついて視認しないような周
期で有機ＥＬ素子３のＯＮとＯＦＦを制御するので、ユーザに不快感を与えない。
【００６３】
　以上、本発明の実施の形態及び変形例を説明したが、これらの実施の形態及び変形例は
、一例に過ぎず、特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。これら新規な実施
の形態及び変形例は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、本発明の要旨
を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更などを行うことができる。また、これ
ら実施の形態及び変形例の中で説明した特徴の組合せの全てが発明の課題を解決するため
の手段に必須であるとは限らない。さらに、これら実施の形態及び変形例は、発明の範囲
及び要旨に含まれると共に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれ
る。
【符号の説明】
【００６４】
１…有機ＥＬパネル、２…基材、３…有機ＥＬ素子、４…陽極、５…有機発光層、６…陰
極、７…絶縁膜、９…封止キャップ、１０…制御部、２１…裏面、３０…発光領域、３１
～３４…第１の発光領域～第４の発光領域、３５…光、４０…中心、８１～８８…第１の
配線～第８の配線、９０…空間、８１０，８２０，８３０，８４０…接続位置
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